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<令和８年度第１回一般曹候補生採用試験>

▶申込：５月７日㈭まで

<令和８年度第１回予備自衛官補採用試験>

▶申込：３月30日㈪まで

<令和８年度第１回一般幹部候補生採用試験>

▶申込：４月３日㈮まで

<令和８年度第１回幹部候補曹採用試験>

▶申込：４月３日㈮まで

<令和８年度第１回自衛隊医科・歯科幹部採用試験>

▶申込：５月21日㈭まで

<令和８年度第１回キャリア採用幹部採用試験>

▶申込：５月15日㈮まで

<令和８年度第１回技術曹採用幹部採用試験>

▶申込：５月15日㈮まで

▶説明会（仕事内容や処遇など）

　�年中無休で行っています。詳しくは、

ホームページをご覧ください▶
▶問合先:自衛隊恵庭地域事務所

      　（☎0123-34-5438 ９時～17時）

募
集 自衛官の募集

　難病により町外の病院へ通院している方に、

交通費の一部を助成します。ただし、通院先の病

院による送迎サービスや介護保険、障害福祉サー

ビスによる移送サービスでの通院は除きます。

▶対象者

　北海道知事から特定医療費（指定難病）受給者

証などを交付されている町内在住者

※生活保護受給者は対象となりません。

▶対象期間

令和７年４月１日から令和８年３月31日までの通院分

▶必要書類

　申請書・同意書・通院確認書※または通院が確

認できるもの（自己負担上限額管理表または領収

書など）・医療受給者証・印鑑・振込先の通帳

※通院確認書は証明代がかかる場合があります。

▶提出期限：４月10日㈮
▶提出・問合先：りふれ福祉係（☎82-5555）

助
成 難病患者通院費の助成

開
催 高次脳機能障がい者と家族のつどい

　高次脳機能障がいのある方や家族の交流の場と

して「つどい」を開催します。障がいについて学び、

互いの体験や日頃の悩み、生活の中で工夫している

ことなどの情報交換をしています。

▶日時：３月19日㈭　13時30分～15時30分

▶予約：前日まで

▶場所：岩見沢保健所

　　　（岩見沢市８条西５丁目　空知総合振興局内）

▶予約・問合先：�岩見沢保健所健康支援係　　　

（☎0126-20-0122）

　りふれでは、親子向けのイベントレッスンとし

て、幼児期の脳の発達を促す運動セミナーを開催

します。０歳児や対象年齢外のごきょうだいの参

加、当日の急なキャンセルや飛び入り参加も可能

なので、お気軽にご参加ください。

▶日程：３月８日㈰
▶時間：１～３歳の子と保護者　10：00～11：00

　　　　４～６歳の子と保護者　11：00～12：00

▶場所：りふれ　三世代交流室

▶内容：�親子ふれあい体操、すずらんテープ等を

使った遊び、ボールを使った遊び、サー

キット遊び、音楽を使ったエクササイズ

など

▶参加料：�りふれ入館料のみ（健康ポイントカー

ド利用可。未就学児無料）

▶申込：�QRコードからお申込みください▶
▶持ち物：�運動しやすい室内用の靴、

　　　　　飲み物など

▶問合先：りふれ保健係・運動指導室（☎82-5555）

運
動 親子で体験！運動セミナーinりふれ

　地域おこし協力隊の活動に関する展示を行います。

　各隊員ゆかりの地のおみやげもあります。（数

に限りがあります）

▶日時：３月22日㈰～27日㈮
９時30分～17時（22日のみ13時から開始）

　　　　*�22日は各隊員が自身の展示の前で活動

をご説明し、その他の日は隊員が交代

でご案内します。

▶場所：りふれ

▶入場料：無料

▶交流会

　27日の展示終了後、りふれ三世代交流室で軽食

を交えた交流会を予定しています（会費1,000円）。

　ぜひご参加ください！

▶申込：展示、交流会とも申込みは不要です。

▶主催・問合先

　（一社）まおいのはこ（☎090-6218-4797　坂本）

地域おこし協力隊 活動報告会開
催

　そらち生活サポートセンターは、空知総合振興

局から「生活困窮者自立相談支援事業」の委託を

受け、仕事や家族、生活に関わる様々な悩みや不

安について、本人や家族、地域の方々からの相談

に応じます。

▶日程　＊どの町でも相談できます。

３月３日㈫…長沼町　10日㈫…由仁町　

　　17日㈫…栗山町　24日㈫…南幌町

▶時間：13時～16時

▶料金：無料

▶予約：それぞれ前日の17時まで

▶予約・問合先：そらち生活サポートセンター

（☎0120-279-234 ９時30分～17時）

相
談 生活相談会

税
自動車税種別割・軽自動車税種別割
の手続きをお忘れなく！

　自動車税種別割・軽自動車税種別割は、４月

１日現在の登録に基づいて課税されます。

◆次の場合は３月中に手続きが必要です。

▶登録手続きが必要な場合

・住所が変わったとき（変更登録）

・売買したとき（移転登録）

・廃車にしたとき（抹消登録）

▶自動車税種別割の変更登録が間に合わない場合

　�札幌道税事務所に連絡するか、道税

ホームページから住所変更手続き

をしてください▶
�▶問合先

<自動車税種別割について>

　札幌道税事務所自動車税部（☎011-746-1190）

<軽自動車税種別割について>

　※�車種や排気量で手続き先が異なります。

・小型特殊自動車、原動機付自転車(125cc以下のバイク)

　　→ 役場税務係（☎76-8011）

・二輪の小型自動車(126cc以上のバイク)

　　→� 札幌運輸支局

　　　（札幌市東区北28条東１丁目 ☎050-5540-2001）

・軽自動車（二輪を除く）

　　→� 軽自動車検査協会札幌主管事務所

　　　（札幌市北区新川５条20丁目１-21

　　　　　　　　　　　　　☎050-3816-1763）

年
金

国民年金保険料の免除期間・
納付猶予期間などがある方へ

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除な

ど）、納付猶予、学生納付特例を受けた期間や未納の

期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老

齢基礎年金の受給額が少なくなります。また、納付

猶予・学生納付特例の期間は年金の受給資格期間

として計算されますが、年金額には反映されません。

　将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすた

めには、次の方法があります。

<免除などの承認期間が10年以内のもの>

追納の申出を行い過去の保険料を納める

<10年以上前の期間>

60歳～65歳までの間に任意加入をし保険料を納める

* �納めた保険料は社会保険料控除として申告する

ことで、所得税・住民税が軽減されます。

　なお、免除などの承認を受けられた期間の翌年

度から起算して３年度目以降に追納する場合、当

時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますの

で、追納をお考えの方は早期の申請がおすすめです。

　申請や相談などは役場またはお近くの年金事務

所で受け付けています。

▶問合先：岩見沢年金事務所（☎0126-25-1570）

　　　　 役場国保年金係（☎76-8013）

　２月27日までの募集期間終了後、申込みがな

かった住戸は随時募集しています。なお、次回の

募集予定期間には、退去後空家となった住戸を公

募します。詳しくは、町ホームページをご覧いた

だくか、電話でお問合せください。

▶次回募集

　５月15日㈮～29日㈮
▶申込・問合先：役場建築係（☎76-8024）

町営住宅の入居者募集募
集

ホームページ▶


